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車両の整備管理の内容１



⚫車両の整備管理とは、
自動車の保安確保、公害防止対策としての整備管理

整備管理：日常・定期点検などの計画整備、路上故障時等の臨時整備

例）CO₂削減のための燃費管理 エコドライブによる事故の抑止 等

経済的な運用をするための使用管理

使用管理：車両使用実績の把握、燃料油脂の管理、タイヤの管理

例）タイヤのローテーション等使用基準による、タイヤ寿命の延長 等

⚫ 車両の整備管理は自動車の使用者に義務付けられている

（※一定台数以上の車両を保有している場合は整備管理者が行う）

⚫ 車両の整備管理は、
経済的な運用（コストの低減）、車両欠陥による事故の防止、
整備不良に伴う排出ガス・騒音等の公害防止のために必要不可欠
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①車両の整備管理の義務及び目的

何をするのか

を合理的に行うこと

【義務及び目的】

自動車の使用者は、経済的な運用、車両欠陥による事故の防止、整備不良に伴う排出ガス・騒音等
の公害防止等のためにも、車両整備を実施する必要がある

誰がするのか

何のためにするのか
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②車両の整備管理の内容と実務

燃費の管理 油脂の管理 タイヤの管理

• 車両ごとの燃費の把握

• エンジンオイルの汚れ・油量等の点検

• オイル・フィルタの交換

• エア・クリーナの掃除、エレメントの
交換

• タイヤ空気圧調整

• エンジンオイルの消費量（補
給量と交換量）の把握

• 交換時期はオイルの劣化程
度により決定

• 潤滑オイルは使用目的に応じ
て選定

• タイヤの選定基準や、ロー
テーションの基準策定

• 使用するタイヤのサイズ、空
気圧、摩耗限度等の把握

実施内容

安全確保・
公害防止

経済的な
運用

燃費向上による
CO2排出量の削減

燃費向上による
CO2排出量の削減

燃費向上による
CO2排出量の削減

燃料費用の削減
車両の寿命延長、
燃費の向上

タイヤ寿命延長による
経費削減

【主な車両の整備管理】

車両の整備管理の適切な実施により、安全確保・公害防止や、燃料や油脂、タイヤ管理による自動
車の経済的な運用が期待できる

主な車両の整備管理の内容と実務

効
果
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自動車の点検整備

（日常点検・定期点検）の内容２
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①点検・整備の義務、目的及び体系等

【点検・整備の義務】

•日常点検整備は、一部の自動車（自家用乗用車等）を除き、一日一回、運行開始前に実
施する必要がある

•定期点検整備は、自動車の種別ごとに定められた頻度で実施する必要がある

自動車の種類 日常点検整備 定期点検整備

レンタカー（バス、トラック）※軽トラックは除く

運行開始前
３か月に１回

レンタカー（乗用、軽トラック） ６か月に１回

自家用乗用車 適切な時期に実施 １年に１回

【道路運送車両法第47条の２】

自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の
作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

２ 次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前におい
て、同項の規定による点検をしなければならない。

【道路運送車両法第48条】

自動車（小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。）の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該
各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
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①点検・整備の義務、目的及び体系等

⚫ 自動車点検基準では、日常点検・定期点検の内容・項目を規定している。

⚫ 自動車の点検及び整備に関する手引では、日常点検・定期点検の実施方法を規定している。

【自動車の点検整備に係る主な法体系】

• 自動車の点検整備については、道路運送車両法第４章に規定されている

• 点検整備の詳細な内容に関しては、「自動車点検基準」及び「自動車の点検及び整備に関する手
引」に記載されている

道路運送車両法
第１章 総則
第２章 自動車の登録等
第３章 道路運送車両の保安基準

第５章 道路運送車両の検査等
第５章の２ 軽自動車検査協会
第６章 自動車の整備事業
第６章の２ 登録情報処理機関
第６章の３ 登録情報提供機関
第７章 雑則
第８章 罰則

自動車点検基準
（国土交通省令）

自動車の点検及び
整備に関する手引
（国土交通省告示

第307号）

第47条（使用者の点検及び整備の義務）

第49条（点検整備記録簿）
…

第４章 道路運送車両の点検及び整備
第47条の２（日常点検整備）
第48条（定期点検整備）

第57条（自動車の点検及び整備に関する手引）
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②点検・整備の内容及び項目

【日常点検の項目】

事業用自動車及びレンタカーの日常点検の項目は、自動車点検基準の別表第１に

記載されている

（＊１）の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。

（＊２）の点検は、車両総重量８トン以上又は乗車定員３０人以上の自動車に限る。

点検箇所 点検内容

ブレーキ

１ ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であること。
２ ブレーキの液量が適当であること。
３ 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。
４ ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。
５ 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。

タイヤ

１ タイヤの空気圧が適当であること。
２ 亀裂及び損傷がないこと。
３ 異状な摩耗がないこと。
（＊１）４ 溝の深さが十分であること。
（＊２）５ ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。

バッテリ （＊１） 液量が適当であること。

原動機

（＊１）１ 冷却水の量が適当であること。
（＊１）２ ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。
（＊１）３ エンジン・オイルの量が適当であること。
（＊１）４ 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
（＊１）５ 低速及び加速の状態が適当であること。

灯火装置及び方向指示器 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

ウインド・ウォッシャ及びワイパー
（＊１）１ ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
（＊１）２ ワイパーの払拭状態が不良でないこと。

エア・タンク エア・タンクに凝水がないこと。

運行において異状が認められた箇所 当該箇所に異状がないこと。



10

③日常点検の実務

⚫日常点検は、法律による義務のほか、点検の適切な実施により、車両故障や故障による事
故防止のため実施が求められる。整備管理者は点検整備の実務を担当する整備担当者等
に対し、日常点検の必要性を教育しておくことが求められる。

⚫日常点検を適切に実施するための留意点を、あらかじめ指導しておくことが重要である。

（例）

– 平坦な場所で実施すること

– タイヤに輪止めをかけること

⚫日常点検を実施しやすくするための工夫として、日常点検表（チェックリスト）等を作成・活用
することが推奨される。

⚫特に2日以上レンタカーを利用するような利用者に対しては、日常点検の重要性を理解いた
だき、運行の開始前に実施いただくことが求められる。

【日常点検の実務における工夫】

• 日常点検を円滑に実施するために、整備管理者や整備担当者等とのコミュニケーショ
ンが不可欠である

• レンタカーの利用者に対しても、日常点検を実施するよう促す
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③日常点検の実務

⚫ 日常点検表（例）
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④定期点検の実務

⚫定期点検の記録は、実施してから１年間は、自動車に保存しておかなければならない。
また、適切に整備管理を実施するため、点検整備記録簿及び車検証の写し等を、営業所に備え置き
活用することが望ましい。

⚫ 点検整備記録簿には、以下の内容を記載しなければならない。

①自動車登録番号（軽自動車等にあっては車両番号、その他の自動車にあっては車台番号）

②点検の年月日 ③点検の結果 ④整備の概要 ⑤整備を完了した年月日 ⑥点検又は特定整備時の総走行距離

⑦点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所

【点検整備記録簿】

•点検整備記録簿は、自動車に備え置く必要があり、１年間保存しておかなければならない（注）

•適切な点検を継続するためにも、適切に記録・保存し、必要に応じて見返す等の管理が重要

（注）令和７年７月８日 公布・施行

「国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」（平成 17 年国
土交通省令第 26 号）を改正し、点検整備記録簿の備付け及び作成並びに特定整備記録簿の写しの交付について、これらを書面に代えて電磁的
記録で行うことを認めることした。

なお、点検整備記録簿を必ず電子化しなければならないわけではなく、紙の点検整備記録簿とするか、電磁的記録の点検整備記録簿とするか
は、自動車の使用者及び自動車特定整備事業者の判断に委ねられる。

【道路運送車両法第49条】

自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をした
ときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。(略）
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④定期点検の実務

⚫以下の例のような「定期点検整備計画」を作成し、車番ごとに定期点検の予定と実績を管理しておくこ
とが推奨される。

（例）※６ヶ月ごとに点検を行う場合

【定期点検整備の計画】

車検の時期から逆算して、定期点検の実施時期をあらかじめ定めておくとよい

３か月ごとの定期点検：「〇」

12か月ごとの定期点検：「◎」

車検の実施「☆」

㊞：実施者（確認者）の印（サイン等）

車番
予定／
実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 備考

名古屋●●
わ１２３４

予定 ○５
◎２
☆

実績 ６㊞ ６㊞

名古屋●●
わ５６７８

予定 ○８
◎10
☆

実績 ８㊞ 10㊞

名古屋●●
わ９０１２

予定 ◎５
○６
☆

実績 ５㊞ ５㊞

…
予定

実績
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⑤定期点検と特定整備

⚫ 定期点検の実施にあたり、特定整備を行わなければ点検できない箇所や、定期点検の結果特定整備が必要になる場
合がある。

⚫ 自動車特定整備事業の認証を受けないで特定整備を行った場合、未認証行為に該当し、罰則の対象になる場合がある。

⚫ 具体例としては、以下の行為が特定整備に該当する。

– 制動装置の分解整備

– エンジンの脱着

– トランスミッションやプロペラシャフトの脱着

– 自動ブレーキ等のセンサーが装着されたバンパーや窓ガラスの脱着

【特定整備】

• 分解を伴う一部の整備行為や、自動運行装置など先進技術に関する整備行為を、特定整備という

• 特定整備を伴う点検・整備は、自動車特定整備事業の認証を取得した工場でしか実施できない

• 認証を取得していない工場で特定整備を実施すると、未認証行為として、道路運送車両法違反となる

【道路運送車両法第78条】

自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を
受けなければならない。

【道路運送車両法第109条】

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

十一 第七十八条第一項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者
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⑤定期点検と特定整備
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車両管理上必要な関係法令３



①道路運送車両法の目的・体系

⚫ 道路運送車両法の目的

道路運送車両に関する①所有権の公証等、②安全性の確保、③公害の防止・環境の保全、④整備についての技術向上、⑤自動車整備

事業の健全な発達により、公共の福祉を増進すること

⚫ 道路運送車両法に関する政省令、告示・通達とその内容（例示）

【道路運送車両法】

• 道路運送車両法の目的のうち、特に「安全性の確保」 「公害の防止・環境の保全」は整備管理者制
度の目的ともいえる

• 道路運送車両法の各条項の定めを実施するための規定が、政省令や告示等で規定されている

【道路運送車両法】第１条

この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整
備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

項目 道路運送車両法 政省令 告示・通達

点検整備

関係

第47条（使用者の点検及び整備の義務）
道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行
について

第47条の２（日常点検整備） 点検基準第１条 自動車の点検及び整備に関する手引

第48条（定期点検整備） 点検基準第２条
液化石油ガス（LPガス）を燃料とする自動車の構造
基準について

検査関係 第61条（自動車検査証の有効期限） 施行規則第37条、第44条 自動車検査業務等の実施要領

整備管理者制度の主目的
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整備管理者の役割４
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①道路運送車両法の目的・体系

【整備管理者に関する法令】

整備管理者の業務は、道路運送車両法、道路運送法、貨物自動車運送事業法等の法律に規定され
ており、その具体的な実施方法は道路運送車両法施行規則等に規定されている

憲法

法律

政令

省令

告示・通達

国の最高法規。
すべての法令は、憲法に反しないように制定される

社会的秩序を維持するために、国会が制定

憲法・法律の規定を実施するために、
内閣が制定する命令

法律や政令の規定を実施するために、
各省庁大臣が発する命令

告示：周知のための命令
通達：上位機関から下位行政機関への指示

整備管理者の業務に関する法令憲法、法令、命令の関係

道路運送車両法、道路運送法、
貨物自動車運送事業法、道路交通法等

道路運送車両法施行令、自動車登録令等

道路運送車両法施行規則、
道路運送車両の保安基準、自動車点検基準等

自動車の点検及び整備に関する手引等、
事故防止の観点から発出されるもの 等

実務上の実施方法などの解釈や留意点 等

法律で定められた事項
を実施するための具体
的な実施事項や定義
は何か等

誰が何をしなければならないのか等
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【整備管理者制度の趣旨及び目的】

整備管理者制度とは、専門的知識を持ったエキスパートが、使用者に代わって、車両の点検・整備を

行う制度のことである

⚫自動車の点検・整備は、使用者に義務が課せられている。

⚫一方、使用する自動車の種類、台数等によっては、使用者自らが点検・整備することは、現実的に難しい。

– 使用する自動車の台数が多い場合：管理・責任体制が曖昧になるおそれ

– 大型バスのように車両構造が特殊な自動車を使用する場合：専門的知識を持って車両管理を行う必要

20

①整備管理者制度の趣旨及び目的

【道路運送車両法第47条】

自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなけれ
ばならない。

整備管理者制度は、法令に規定する台数以上の車両の使用者（「大型自動車使用者等」という）に代わり

車両の管理を行う責任者として整備管理者を選任し、点検・整備の管理・責任体制を確立することで、

自動車の安全確保や環境保全（騒音・排ガスなどの公害防止）を目的としている。



⚫ 整備管理者の選任が必要となる自動車の保有台数は、事業の種類や自動車の種類によって定められている。

⚫保有車両数が増加しても、選任の義務付けは最低１人であるため、欠勤等により整備管理
者が対応不能になる可能性がある。人員不足に備えるため、対策として、整備管理者の追
加選任や、整備管理者の補助者の選任をしておくとよい。
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【整備管理者の選任が必要となる基準】

一定以上の車両を保有する事業所（使用の本拠）ごとに、整備管理者を１人以上選任しなければならない

事業の種類 自動車の種類 台数

事業用
バス（乗車定員11人以上） １両

タクシー・トラック（乗車定員10人以下） ５両

自家用

バス（乗車定員30人以上） １両

バス（乗車定員11人以上29人以下） ２両

トラック（乗車定員10人以下で車両総重量８トン以上） ５両

その他 選任の必要なし

レンタカー

バス （乗車定員11人以上） １両

トラック （車両総重量８トン以上） ５両

その他 （乗用車など） 10両

貨物軽自動車運送事業 軽自動車又は小型二輪自動車 10両

②整備管理者の選任を必要とする使用者



③整備管理者になるために必要な資格

⚫ 整備管理者は、以下の①②いずれかの要件を満たす者から選任できる。

⚫ 以下の業務内容が、実務経験として認められる。

22

【整備管理者の資格要件】

整備管理者は、一定の要件を満たす者から選任できる

実務経験の種類 実務経験として認められる業務内容

点検・整備に関する
実務経験

• 整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験（工員として実際に手を下して作業を行った経
験の他に、技術上の指導監督的な業務の経験を含む）

• 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験

整備管理に関する

実務経験

• 整備管理者の経験

• 整備管理者の補助者として車両管理業務を行った経験

• 整備責任者として車両管理業務を行った経験

①右の要件をいずれも満たす者

①-１.  整備管理を行おうとする自動車と同種類の自動車※の点検・
整備又は整備管理に関し２年以上の実務経験を有する者

①-２. 整備管理者選任前研修を修了した者

②自動車整備士技能検定（１～３級）に合格した者

※「二輪自動車以外の自動車」と「二輪自動車」に分けられる。例として、二輪自動車の点検・整備に関し２年以上
の実務経験がある場合でも、二輪自動車以外の整備管理者にはなれない。



④整備管理者の法定業務
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⚫ 整備管理者は、使用者から点検・整備に係る権限を付与されているが、業務の実施にあたっては、立場や職
務範囲を明確にしておかなければならない。

⚫ 権限・地位や業務内容を明文化するため、業務の執行に関する基準を整備管理規程として作成し、これに基
づき業務を行わなければならない。

【整備管理規程】

整備管理者は、立場や職務範囲を明確にするため、整備管理規程を作成しなければならない

【道路運送車両法施行規則第32条 】

法第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。

一 法第四十七条の二第一項及び第二項に規定する日常点検の実施方法を定めること。

二 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

三 法第四十八条第一項に規定する定期点検を実施すること。

四 第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

五 第一号、第三号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。

六 第三号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

七 法第四十九条第一項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

八 自動車車庫を管理すること。

九 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

２ 整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。



④整備管理者の法定業務
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【整備管理規程の例（一部抜粋）】

（例） 

 1 / 9 

 

事業用 

整 備 管 理 規 程（例） 
●●（運送事業者名） 

●●（整備管理者名） 

 

令和●年●月●日 

一部改正 令和●年●月●日 

 

第１章 総則 
 

（目的） 

第１条 本規程は、道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号。以下「施行規則」という。) 

第３２条第２項の規定に基づく規程であり、自動車の安全運行を維持するために必要な点検・整備の内

容、これを確実に行わせる任に当たる整備管理者の職務権限等について定め、もって車両の安全の確保

及び環境の保全等を図ることを目的とする。 

 

（整備管理者の選任等） 

第２条 整備管理者の選任は、施行規則第３１条の４に定められた資格要件を備えた者のうちから代表者

(自動車の使用者をいう。以下同じ。) が任命することで行うものとする。 

２ 代表者は、整備管理者を選任、変更又は解任したとき、その他施行規則第７０条第１項第３号に該当

する場合には１５日以内に、その旨を自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等を経由して地方

運輸局長等に届け出るものとする。 

３ 整備管理者の補助者を選任する場合には、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有する

と認められる者（整備管理者の資格要件を満足する者又は研修等により整備管理者が十分な教育を行っ

た者）のうちから代表者が任命するものとする。ただし、補助者を選任した場合であっても、車両の整

備管理に関する責任は、整備管理者自身が有するものとする。 

４ 整備管理者は、前項により補助者が選任された場合には、遅滞なく、その氏名、所属及び補助する職

務の範囲等について、別紙１に記載するものとする。これは、補助者の変更又は解任があった場合も同

様である。 

５ 代表者は、整備管理者、補助者その他の車両管理を行う者の氏名、連絡先等を社内の見やすいところ

に掲示して従業員全員に周知徹底するものとする。 

 

（補助者との連携等） 

第３条 整備管理者は、職務の適切な実施のため補助者と密接に連携をとるものとする。 

２ 整備管理者は、自らが営業所に不在のときに補助者を通じて職務を実施する場合には、その職務を実

施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝達しておくものとする。 

３ 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施結果について報告を求め、その職務内

容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその情報を記録・保存するものとする。 

 

（運行管理者との連携等） 

第４条 整備管理者は、運行管理者と常に連携をとり、運行計画等を事前に把握し、定期点検整備の計画、

車両の配車等について協議するものとする。 

２ 整備管理者は、日常点検の確実な実施を図るため、運行管理者と密接に連携をとるものとする。 

３ 整備管理者は、車両管理状況について、毎月１回以上代表者に報告するものとする。 

 

（整備管理規程の改廃） 

第５条 整備管理者は、本規程の改正又は廃止をするときには、代表者と十分調整するものとする。 

 

 

第２章 権限及び職務 
 

（整備管理者の権限） 

（例） 

 2 / 9 

 

第６条 整備管理者は、施行規則第３２条第１項各号に掲げる権限を有するほか、本規程に定める職務を

遂行するために必要な権限を有するものとする。 

 

（整備管理者の職務） 

第７条 整備管理者は、次の職務を遂行するものとする。 

（１）日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に実施させること 

（２）日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること 

（３）定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること 

（４）上記以外の随時必要な点検や適切なタイヤ脱着作業について、それを実施すること又は整備工場等

に実施させること 

（５）日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備

工場等に実施させること 

（６）定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること 

（７）日常点検表（別紙２）や点検整備記録簿、タイヤ脱着作業管理表（別紙３－１）及びタイヤ脱着・

増し締め作業 管理一覧表（別紙３－２）等の記録を管理すること 

（８）自動車車庫を管理すること 

（９）上記に掲げる職務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること 

 

（車両管理の範囲） 

第８条 整備管理者は、選任された使用の本拠において使用する全ての自動車について前条の職務を遂行

するものとする。 

 

（補助者の権限及び職務） 

第９条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、

運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導監督等、日常点検に関する職務を実施する権限を有するも

のとする。 

２ 補助者が前項の職務を実施するに当たり、疑義を生じた場合又は故障若しくは事故が発生した場合、

その他必要があると認めた場合には、速やかに整備管理者と連絡をとり、その指示に従うものとする。 

３ 整備管理者が不在のときに補助者が職務を実施する場合、補助者は、当該職務の実施に必要な情報に

ついて、あらかじめ整備管理者から伝達を受けるものとする。 

４ 前項の場合において、補助者がその職務を終了して、整備管理者に引き継ぐときには、整備管理者に

その職務の実施結果を報告するものとする。 

 

 

第３章 車両の安全確保及び環境の保全 
 

（日常点検） 

第１０条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、その運行の開始前に、自動車点

検基準（昭和２６年運輸省令第７０号。以下「点検基準」という。）による日常点検を自ら実施するか、

又は乗務する運転者に実施させなければならない。 

２ 日常点検の実施方法は、自動車の点検及び整備に関する手引き（平成１９年国土交通省告示第３１７

号）及び自動車メーカーが定めた方法により実施するものとする。 

 

（日常点検の実施の徹底） 

第１１条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため前条に規定する点検箇所、点検の内容及び点

検の方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。 

 

（日常点検結果の報告等） 

第１２条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対しその結果を所定の日常点検表（別紙２）に記

入等させ、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者自らが実施した場合には、整

備管理者はその結果を日常点検表（別紙２）に記入等しなければならない。 

 

（日常点検の結果の確認） 



④整備管理者の法定業務
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⚫ 整備管理者は法定業務として、以下の業務を実施する。

【整備管理者の法定業務】

整備管理者は、道路運送車両法により、実施すべき業務が決まっている

日常点検に関する事項

•実施の方法の決定

•結果に基づく運行可否の決定

•記録簿の管理

整備・車検に関する事項

•日常点検・定期点検の結果によ
り必要な整備を実施

•整備・車検計画の決定・管理

•タイヤ脱着時の作業管理表等、
その他記録簿の管理

定期点検に関する事項

•実施の方法の決定

•点検の実施

•定期点検の実施計画の決定

•点検整備記録簿の管理

車庫に関する事項

•使用車両の把握

•収容能力（現在・将来）

•点検施設等の整備、管理

指導・監督に関する事項

•整備要員の指導・監督

• （外注を実施する場合）外注先
の決定と指導・監督
※外注先とのスケジュール管理
等を含む



⚫ 整備管理者を選任・変更・廃止した場合、規定の日数以内に届出をする必要がある。

⚫ なお、整備管理者の補助者を選任・変更する際の届出は不要。

【選任等から届出までの日数】

整備管理者を選任する使用者において、一部の変更があった場合、運輸支局等に対し、規定の日数
以内に届出をする必要がある

⑤整備管理者の選任届出に関する事務手続きの要領

26

届出の種類 届出の事由 届出までの日数

選任届
• 整備管理者を新しく選任した

• 営業所（使用の本拠）を新設し整備管理者を選任した
15日以内

変更届

• 届出者の氏名又は名称若しくは住所が変わった

• 営業所（使用の本拠）の名称又は使用の本拠の位置が変わった

• 事業の種類が変わった

• 人事異動等で整備管理者が変わった

• 整備管理者を増員/減員した

• 整備管理者の氏名が変わった（婚姻、養子縁組）

• 整備管理者の兼職の有無に変更があった（兼職がある場合は、その職名及び職務内容）

15日以内

廃止届
• 事業を廃止した、又は譲渡した

• 営業所（使用の本拠）を廃止した、又は選任義務がなくなった
30日以内



⑥整備管理者の補助者
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⚫ 管理する車両が多いなど、整備管理者が自ら業務を行うことが難しい場合、整備管理者の補助者を選任して、業
務を執行することができる。

⚫ 業務の執行に係る基準は、次の条件を満足しなければならない。

1. 補助者の氏名等及び補助する業務の範囲が明確であること。
  （整備管理者の補助者の名簿を作成し、整備管理規程の中に明記すること）

2. 整備管理者が、補助者に対し下表に基づいて研修等教育を行うこと。

3. 整備管理者が、業務の執行に必要な情報を、補助者にあらかじめ伝達しておくこと。

4. 整備管理者が、業務の執行結果について、補助者から報告を受け、また必要に応じ結果を記録・保存す
ること。

【整備管理者の補助者】

• 整備管理者のみでの整備管理が困難な場合には、整備管理者の補助者を選任できる

• 補助者は、整備管理者の業務を補助する者であり、日常点検に係る業務のみ単独で執行できる

教育をするとき 教育の内容

補助者を選任するとき
•整備管理規程の内容

•整備管理者選任前研修の内容

整備管理者が整備管理者選任後研修を受講したとき •整備管理者選任後研修の内容

整備管理規程を改正したとき •改正後の整備管理規程の内容

行政から情報提供を受けたとき、その他必要なとき •行政から提供された情報等必要な内容



⑦整備管理者の責任・解任命令
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⚫ 以下の場合、整備管理者の解任命令となりうる。

1. 整備不良による事故で、当該自動車の定期点検整備等が適切に行われていなかった場合

2. 整備不良による事故で、整備管理者が整備管理規程に基づく業務を適切に行っていなかった場合

3. 大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故が発生した場合であって、過去３年以内に同事故が発生していた場合

4. 整備管理者が自ら不正改造を行ったり、不正改造の実施・使用を指示・容認した場合

5. 選任届の内容に虚偽があり、資格要件を満たしていなかった場合又は選任後に資格を満たさなくなった場合

6. 整備管理者としての職務の遂行が著しく不適切な場合

⚫ 解任された場合、解任された日から２年間（バスの場合は５年間）は、整備管理者に選任することはできない。

【整備管理者の責任・解任命令】

• 整備管理者は、自動車の使用者から、「自動車の点検・整備、及び自動車車庫の管理」に関する事
項処理に必要な権限が付与されている

• 職務を怠り、自動車の点検整備に起因する事故が発生した場合は、使用者が責任を負う

• 整備管理者が法令違反したときは、使用者に対し整備管理者の解任を命ずることができる

【道路運送車両法第53条】

地方運輸局長は、整備管理者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、大型自動
車使用者等に対し、整備管理者の解任を命ずることができる。
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車両故障と事故報告書５



30

①車両故障に起因する自動車事故報告について

⚫ 自動車事故報告規則に規定される重大事故や、車両故障による運行停止が発生した場合、営業所において事
故概要の記録保存を行い、再発防止対策を実施することに加え、国土交通大臣への事故報告が必要である。
事故の発生日から30日以内に、管轄の運輸支局等へ、自動車事故報告書を３部提出する。

– 装置の故障の場合は、報告書に加え、車両故障事故報告書添付票が必要となる。

⚫ 自動車事故報告規則に規定のない、軽微な物損事故等の場合は、報告書の提出義務はないが、営業所にお
いて事故概要の記録保存を行い、再発防止対策を実施する必要がある。

【自動車事故報告書の提出】

•自動車事故報告規則に規定される事故が発生した場合、発生日から30日以内に、自動
車事故報告書を提出しなければならない

•提出先は、所属する営業所を管轄する運輸支局等

【自動車事故報告規則第３条】

旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。）、特定第二種貨物利用運送事業者及
び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者
（以下「事業者等」という。）は、その使用する自動車（自家用自動車（自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。）にあっては、軽自
動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。）について前条各号の事故があった場合には、当該事故があった日（前条第十号
に掲げる事故にあっては事業者等が当該救護義務違反があったことを知った日、同条第十五号に掲げる事故にあっては当該指示が
あった日）から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書（別記様式による。以下「報告書」という。）三通を当該自動車の使用の
本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長（以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。）を経由して、国土交通大臣に提
出しなければならない。
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①車両故障に起因する自動車事故報告について

⚫自動車事故報告書を提出しなければならない事故のうち、整備管理者が関係するものとして、次の例
が挙げられる。

– 火災が発生した場合

– 自動車の装置の故障により、運行できなくなった場合

⚫車両故障が起こった際、交通事故に至らなくても、運行を中止し再開できなかった場合や、乗務員以外
の者の修理等により運行再開した場合は、報告書の提出が必要となる。

⚫ 車両故障の事故報告は車両の不具合事例として収集され、同様の事例を防ぐ為に役立てられる。

【自動車事故報告書の提出が必要となる事故】

• 事故報告書を提出しなければならない事故は、自動車事故報告規則第２条に規定されている

• 死者が発生したり、酒気帯び運転があった場合は、発生から24時間以内に、所属する営業所を管
轄する運輸支局等に速報しなければならない

【自動車事故報告規則第２条】 ※車両故障に関係する事故のみ抜粋

この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

十一 自動車の装置（道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第四十一条第一項各号に掲げる装置をいう。）の故障（以下
単に「故障」という。）により、自動車が運行できなくなったもの

十二 車輪の脱落、被牽けん引自動車の分離を生じたもの（故障によるものに限る。）
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②車両故障の発生件数及びその防止対策
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【道路別装置別故障発生件数】

• 一般道路では、電気装置、走行装置の故障が多い

• 高速道路では、走行装置、燃料装置の故障が多い

出典：「令和６年度路上故障の実態調査結果」（国土交通省）
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②車両故障の発生件数及びその防止対策

【道路別部位別故障発生件数】

• 一般道路では、タイヤ、バッテリーの故障が多い

• 高速道路では、タイヤ、潤滑油の故障が多い

出典：「令和６年度路上故障の実態調査結果」（国土交通省）
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②車両故障の発生件数及びその防止対策

車両故障を防止するため、整備管理者は以下の点に留意する必要がある。

【車両故障の発生対策】

車両故障発生状況について、車種別、部位別、道路別等の特徴を把握し、使用実態も考慮した上で
対策を講じることが重要である

⚫日常点検

– 故障発生状況をもとに、管理する車両の運行状況に応じて、確実に励行する又は励行させる。

– 日常点検整備の状況に鑑み、運行の可否を判断し、的確な指示を行う。

⚫定期点検

– 確実に定期点検整備を実施する。
（定期点検自体は外部へ依頼することが可能であり、自社で実施する必要はない）

⚫重点項目

– 日常点検・定期点検整備の際は、各々の点検項目に重点項目を加えて実施する。

⚫点検実施体制

– 年間を通して毎月の重点項目を定めて、年間予防整備計画を立てる。

⚫ レンタカー利用者への注意喚起

– 走行中、車両に違和感があったら、直ちに停車して車両を確認するよう徹底させる。

– 日常点検時のマニュアルや車両故障発生時の車両移動・誘導等のルールをまとめたものを携帯させる。
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④車両故障に起因する自動車事故報告について

【自動車事故報告書の様式】

自動車事故報告書（表・裏） 別表３（車両故障に係る事故に添付）
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その他行政情報等のお知らせ６
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①その他行政情報等のお知らせ

⚫ 車検需要が年度末に集中し、整備や車検の予約
が取りづらくなること、自動車整備士が残業や休
日出勤に追われる問題が生じている。

⚫ 道路運送車両法施行規則を改正し、車検の受検
可能期間が満了日の2か月前からに拡大。また、
自賠責保険の有効期間も整合されるよう自動車
損害賠償保障法施行規則を改正。（いずれも令和
７年４月１日施行）

【車検の受検可能期間の拡大】（令和６年６月25日報道発表）

年度末における車検の混雑緩和と自動車整備士の働き方の改善のため、関係省令を改正し、令和７

年４月より、車検証の有効期間満了日の２か月前から車検を受けられる

車検の受検可能期間の拡大（今次改正）

【現行】 ※自家用乗用車の２回目以降の車検の例

車検証の有効期限前１か月以内に受検すると、新車検証の有
効期限を旧車検証の有効期限から２年間とすることができる。

【改正後】

車検証の有効期限前２か月以内に受検すると、新車検証の有
効期限を旧車検証の有効期限から２年間とすることができる。

旧車検証の有効期限

新車検証の有効期限

１か月以内 「２か月以内」 へ改正

車検を受けた日
２年
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⚫ OBD（On-Board Diagnostics：車載式故障診断装置）とは、エンジンやトランスミッションなどのECU（Electronic
Control Unit：電子制御装置）内部に搭載された故障診断機能

⚫ OBD検査は、自動車のOBDに「認定を受けた検査用スキャンツール」を接続し、自動運転技術などに用いられ
る電子制御装置が適切に機能しているかを確認する検査

【OBD検査】

先進安全技術の故障による不作動・誤作動を防止するため、令和６年10月１日（輸入車は令和７年10
月１日）より、OBD検査が車検の検査項目として追加される

ポイント 内容

OBD検査の対象となる車
• 令和３年10月１日（輸入車は令和４年10月１日）以降に型式指定を受けた新型車

• OBD検査の対象となる車は車検証の備考欄に「OBD検査対象」と記載※

OBD検査の対象となる装置
• 制動装置（ABS、ESC、EVSC、BAS、AEBS）、かじ取装置（高度運転者支援ステアリングシステム）、
自動運行装置、車両接近通報装置（AVAS）、排出ガス発散防止装置

OBD検査の結果が不合格の場合 • 故障が確認された場合には、修理しなければ車検に合格しない

※以下の場合は検査不要

①車検の日が令和6年9月30日以前（輸入車は令和7年9月30日以前）

②車検の日が型式指定年月日から2年を経過していない

③車検の日が初度登録年月または初度検査年月の前月の末日から起算して10ヶ月を経過していない

①その他行政情報等のお知らせ
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OBD検査開始に関するお知らせ（左：ポスター、右：チラシ）

①その他行政情報等のお知らせ
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「不正改造車を排除する運動」

【不正改造車を排除する運動】（令和７年５月30日報道発表）

国土交通省は、不正改造車の排除を目的に関係省庁・団体と連携し啓発活動を実施。特に６月を各
地方運輸局等が定める「強化月間」とし（内閣府沖縄総合事務局は10月）、街頭検査などを実施

内容

不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動
• ポスター及びチラシの貼付等により、積極的な広報の実施。

• バス車両前面への広報横断幕の掲示

不正改造車を排除するための街頭検査の実施
• 警察機関等と連携した街頭検査を全国各地で実施

• 違反車両に対して整備命令を発令

不正改造車に関する情報収集
• 運輸支局等に「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」を設置

• 通報があった情報をもとに、不正改造車ユーザーへ改善・報告を指導

①その他行政情報等のお知らせ



41

不正改造車排除PRチラシ

①その他行政情報等のお知らせ
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不正改造チェック項目

①その他行政情報等のお知らせ



43

⚫ 自動車の不具合や故障等のトラブルを未然に防ぎ、環境に優しく経済的な運転を実現するためには、自動車
ユーザー一人ひとりの点検・整備に対する意識向上が不可欠。

⚫ 国土交通省は自動車関係団体とともに、内閣府、警察庁、環境省の後援並びに独立行政法人自動車技術総
合機構、軽自動車検査協会、独立行政法人自動車事故対策機構の協力を得て、毎年９月と10月を「自動車点
検整備推進運動」の強化月間として設定。

⚫ この期間中、全国的に自動車ユーザーの保守管理意識を高め、点検整備の確実な実施を図るべく、広く周
知・啓発活動を展開。

【自動車点検整備推進運動】（令和７年８月29日報道発表）

国土交通省は、自動車関係団体と協力し、９月・10月を『自動車点検整備推進運動』強化月間とし、全
国各地で自動車の点検・整備の重要性を広く周知・啓発

内容

広報ツールを利用した周知・啓発
全国の自動車関係団体等の協力を得て、ポスター掲出やチラシ配布、デジタル掲示板で
のPR画像配信等を通して、自動車の点検・整備の重要性を周知・啓発

特設サイトや各種SNSへの啓発動画の掲載
「点検整備やらナイト」のオリジナルキャラクターによる自動車の点検整備の重要性をわか
りやすく解説した動画を作成し、特設サイトや各種SNSに掲載

①その他行政情報等のお知らせ
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点検・整備の必要性の啓発（一般ユーザー対象チラシ）

①その他行政情報等のお知らせ
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➁その他

【情報を取得するための方法】

国土交通省や関係団体のホームページも適宜参照されたい

⚫ 国土交通省 物流・自動車局
https://www.mlit.go. jp/jidosha/index.html

⚫ 国土交通省 自動車総合安全情報
https://www.mlit.go. jp/jidosha/anzen/

⚫ 自動車点検整備推進協議会
https://www.tenken-seibi.com/

⚫ 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会（JASPA）
https://www. jaspa.or.jp/

⚫ 一般社団法人日本自動車工業会（JAMA）
https://www. jama.or.jp/

⚫ 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会（JATMA）
https://www. jatma.or.jp/
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